
 

期限までに納付がない場合には、源泉徴収義務者は

延滞税や不納付加算税などを負担しなければならな

いことになります。 

尚、納付税額が 0（ゼロ）の場合でも、 

納付書の提出が必要ですので、ご注意ください！ 

お問い合わせ  
641-4620 (月)～(金) 9:00～17：00 
山形青色申告会 


